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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　壁に対して手摺り棒を取付けるための手摺り金具であって、
　前記壁に取付けられ、被係止部を有する１つの位置決め部材と、
　前記位置決め部材の被係止部に脱着可能且つ回動自在に係止される係止部、前記係止部
を前記被係止部に係止した状態で前記壁に当接する壁取付面、および手摺り棒を取付ける
ための手摺り棒取付部を有する手摺り金具本体と、
　前記壁取付面を前記壁に固定する壁固定用ビスとを具備し、
　前記壁取付面における下部側に、前記壁固定用ビスを通す壁固定用ビス挿通孔が設けら
れ、
　前記係止部は、前記壁取付面における上部側に配設されているとともに、前記手摺り金
具本体が、本固定前に自重で前記位置決め部材に対して回動せず、且つ、前記手摺り金具
本体を手で回動操作できるように、互いに係止した当該係止部と被係止部とに回動抵抗が
かかるよう構成されていることを特徴とする手摺り金具。
【請求項２】
　請求項１記載の手摺り金具において、
　前記位置決め部材は、当該位置決め部材が前記壁に取付けられた際に前記壁から突設さ
れ手摺り金具本体よりも硬度の低い合成樹脂製の突設部と、前記突設部とは別体のものか
ら構成され前記突設部を壁に取付けるための突設部取付部材とを備え、
　前記被係止部は、前記突設部の外周に少なくとも上部を円弧状に形成された溝状の凹部
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からなり、
　前記壁取付面には、前記被係止部を受容する下方開口の半円形状の被係止部受容孔が設
けられ、
　前記係止部は、前記被係止部受容孔の内周壁に形成されて前記被係止部を挿入可能にす
る開口部を有するものとされているとともに、当該係止部を前記開口部から被係止部に手
で押し入れて前記被係止部を弾性変形させることができ、押し入れた後は、前記被係止部
の弾性によって前記回動抵抗が当該係止部と被係止部とにかかるように、その内径が前記
被係止部の外径よりも小さく、且つ前記開口部の幅が前記内径よりも小さくなるように構
成されていることを特徴とする請求項１記載の手摺り金具。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の手摺り金具において、
　前記係止部は、正面視で前記手摺り金具本体の軸心上に配設されていることを特徴とす
る手摺り金具。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の手摺り金具と、
　前記手摺り金具の手摺り金具本体が前記壁に取付けられた状態で、前記手摺り棒取付部
に取付けられる手摺り棒と、
　前記手摺り棒を前記手摺り棒取付部に固定する手摺り固定用部材とを具備することを特
徴とする手摺り装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手摺り金具及び手摺り装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　手摺り装置として、固定タイプと着脱タイプとが用いられている。固定タイプの手摺り
装置は、手摺りの両端部に一体的に手摺り金具が取付けられた構成となっていて、その手
摺り金具を壁に対してビス等で固定するように用いられる。一方、着脱タイプの手摺り装
置は、手摺りと手摺り金具とが分離された構成となっていて、壁に手摺り金具を取付ける
とともに、その手摺り金具に手摺りを取付けるように用いられる（例えば非特許文献１等
参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｊ－ｎａｉｇａｉ．ｃｏ．ｊｐ／ｈａｎｄｈ
ｔｍｌ　製品紹介　ＨＡＮＤＲＡＩＬ　ＳＹＳＴＥＭ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上述した手摺り装置の壁への取付け（仮固定）は、両タイプ共、一般的に壁
にクロスを貼る前に行われる。そして、クロスを貼る前に手摺り装置は壁から一旦取外さ
れ、クロスを貼った後に再度取付けられる。つまり、クロスを貼る作業と、手摺り装置を
壁に取付ける作業とは、別の業者により相前後して行われるからである。したがって、手
摺り装置は、その取付け後に取外し、更に取外した後に取付けるという作業を要し、取付
け・取外し作業が煩わしいという難点があった。
【０００５】
　本発明は、このような従来技術の課題を解決するためになされたものであり、取付け・
取外しを簡単に行うことができる手摺り金具および手摺り装置を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】



(3) JP 4830030 B2 2011.12.7

10

20

30

40

50

【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は、壁に対して手摺り棒を取付けるための手摺り金
具であって、前記壁に取付けられ、被係止部を有する１つの位置決め部材と、前記位置決
め部材の被係止部に脱着可能且つ回動自在に係止される係止部、前記係止部を前記被係止
部に係止した状態で前記壁に当接する壁取付面、および手摺り棒を取付けるための手摺り
棒取付部を有する手摺り金具本体と、前記壁取付面を前記壁に固定する壁固定用ビスとを
具備し、前記壁取付面における下部側に、前記壁固定用ビスを通す壁固定用ビス挿通孔が
設けられ、前記係止部は、前記壁取付面における上部側に配設されているとともに、前記
手摺り金具本体が、本固定前に自重で前記位置決め部材に対して回動せず、且つ、前記手
摺り金具本体を手で回動操作できるように、互いに係止した当該係止部と被係止部とに回
動抵抗がかかるよう構成されている手摺り金具を提供する。
【０００７】
　請求項１記載の手摺り金具において、前記位置決め部材は、当該位置決め部材が前記壁
に取付けられた際に前記壁から突設され手摺り金具本体よりも硬度の低い合成樹脂製の突
設部と、前記突設部とは別体のものから構成され前記突設部を壁に取付けるための突設部
取付部材とを備え、前記被係止部は、前記突設部の外周に少なくとも上部を円弧状に形成
された溝状の凹部からなり、前記壁取付面には、前記被係止部を受容する下方開口の半円
形状の被係止部受容孔が設けられ、前記係止部は、前記被係止部受容孔の内周壁に形成さ
れて前記被係止部を挿入可能にする開口部を有するものとされているとともに、当該係止
部を前記開口部から被係止部に手で押し入れて前記被係止部を弾性変形させることができ
、押し入れた後は、前記被係止部の弾性によって、前記回動抵抗が当該係止部と被係止部
とにかかるように、その内径が前記被係止部の外径よりも小さく、且つ前記開口部の幅が
前記内径よりも小さくなるように構成されていることが好ましい。
【００１１】
　請求項１又は２に記載の手摺り金具において、前記係止部は、正面視で前記手摺り金具
本体の軸心上に配設されていることが好ましい
【００１２】
　又、本発明は、請求項１乃至３のいずれかに記載の手摺り金具と、前記手摺り金具の手
摺り金具本体が前記壁に取付けられた状態で、前記手摺り棒取付部に取付けられる手摺り
棒と、前記手摺り棒を前記手摺り棒取付部に固定する手摺り固定用部材とを具備すること
を特徴とする手摺り装置を提供する。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１の手摺り金具、請求項４の手摺り装置にあっては、壁の所定位置に位置決め部
材を取付け、その位置決め部材に備わった被係止部に、手摺り金具本体の係止部を係止さ
せる。そして、手摺り金具本体の壁取付面が壁に当接することで手摺り金具を仮固定でき
る。この状態で手摺り棒の手摺り金具への取付けが可能になり、更には、仮固定後にクロ
スを貼る等の際に容易に取外しを行うことが可能となり、かつ位置決め部材は壁に取付け
た状態のままで手摺り金具本体を取外すことができる。また、クロス貼り付け後等におけ
る本固定時は、被係止部へ手摺り金具本体を係止することに加え、壁固定用ビスで確実に
固定することができる。
【００１５】
　したがって、手摺り金具本体を手に持って手摺り金具本体の係止部を位置決め部材の被
係止部から外すことにより手摺り金具本体を壁から簡単に取外すことができる。このとき
、位置決め部材は壁の所定位置に取付けたままであるので、取外した手摺り金具本体を手
に持って手摺り金具本体の係止部を被係止部に係止することで、取外す前の状態に簡単に
取付けることができる。
【００１６】
　このような取付け取外しは、例えば手摺り金具本体の手摺り棒取付部に手摺り棒が手摺
り固定用部材を介して固定されていても、その手摺り固定用部材を外すことなく、手摺り
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棒と一緒に手摺り金具本体を位置決め部材に対して行うことができる。
【００１７】
　又、係止部は、被係止部に回動自在に係止されているとともに、互いに係止した係止部
と被係止部とに手摺り金具本体が自重で位置決め部材に対して回動できない回動抵抗がか
かるように構成されているため、手摺り金具本体を位置決め部材に係止する際に、手摺り
棒取付部の角度位置を決めながら行なうことができるとともに、位置決めした後は、手摺
り金具本体が自重によって勝手に回動するようなことがなく、手摺り棒取付部の角度位置
を決めた手摺り金具本体をその状態の姿勢に維持させることができる。
【００１９】
　請求項２の手摺り金具にあっては、位置決め部材は、当該位置決め部材が前記壁に取付
けられた際に前記壁から突設される突設部と、前記突設部とは別体のものから構成され前
記突設部を壁に取付けるための突設部取付部材とを備え、そして、被係止部は、前記突設
部に形成されている。
【００２０】
　これにより、突設部取付部材と突設部とを材質の異なるものから構成することも可能に
なり、例えば突設部取付部材及び手摺り金具本体を金属から構成し、被係止部を有する突
設部を、手摺り金具本体よりも硬度の低い合成樹脂から構成すれば、手摺り金具本体の係
止部と、突設部の被係止部とを容易に互いに押圧状態に係止でき、互いに係止した係止部
と被係止部とに、手摺り金具本体が自重で位置決め部材に対して回動できないように回動
抵抗をかけることができる。
【００２１】
　又、例えば壁の外側に突出した突設部を、係止部の開口部に挿入し、その後手摺り金具
本体を位置決め部材に対して降下させることで、突設部の被係止部に開口部の上縁が引っ
掛かり取付けが完了する。一方、手摺り金具本体を持ち上げて手前側に引くことで取外し
が完了する。よって、極めて簡単に取付け取外しができる。
【００２２】
　更に、手摺り棒取付部に手摺り棒を取付ける前において、手摺り棒取付部と手摺り棒の
取付位置とが位置ズレを起こしても、突設部の被係止部を少なくとも上部を円弧状に形成
してあるため、手摺り棒取付部の係止部が突設部の被係止部を回動して前記位置ズレを許
容する状態で手摺り棒取付部に手摺り棒を取付けることが可能になる。よって、手摺り棒
に曲がりが存在する場合、または手摺り金具本体を手摺り棒の所定の取付位置にきちんと
取付けできない場合などにおいて、手摺り棒取付部に本体を取付け得る。特に、請求項３
の手摺り金具にあっては、手摺り金具本体の軸心上に係止部が配設されているので、手摺
り金具本体の取付け角度を変化させても、手摺り棒が取付けられる手摺り棒取付部と位置
決め部材の被係止部との離隔距離を一定にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る手摺り装置を壁に取付けた状態を示す正面図である
。
【図２】本発明の第１実施形態に係る手摺り金具を示す図で、（ａ）は正面図、（ｂ）は
縦断面図である。
【図３】位置決め部材を斜め方向から見た外観図である。
【図４】手摺り金具本体を構成するプレートを示す図であり、（ａ）はプレートの正面図
、（ｂ）はプレートの背面図、（ｃ）は（ｂ）に示すプレートを上方から見た平面図、（
ｄ）はプレートの左側面図、（ｅ）は（ｂ）のＥ－Ｅ線による断面図、（ｆ）は（ｂ）の
Ｆ－Ｆ線による断面図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係る手摺り装置の取付け手順の説明図である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る手摺り装置の取付け手順の説明図である。
【図７】第１実施形態における変形例の手摺り金具を示す図である。
【図８】図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線による断面図である。
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【図９】第１実施形態における他の変形例に係る手摺り金具を示す図である。
【図１０】図９のＸ－Ｘ線による断面図である。
【図１１】第１実施形態における他のもう一つの変形例に係る手摺り金具を示す図である
。
【図１２】図１１のＸＩＩ－ＸＩＩ線による断面図である。
【図１３】第１実施形態における更に他のもう一つの変形例に係る手摺り金具を示す図で
ある。
【図１４】図１３のＸＩＶ－ＸＩＶ線による断面図である。
【図１５】第１実施形態における更に他の別の変形例に係る手摺り金具を示す図あり、（
ａ）は位置決め部材に手摺り金具本体を係止する前の状態を、（ｂ）は係止した状態をそ
れぞれ示す。
【図１６】第１実施形態における更に他の別なもう一つの変形例に係る手摺り金具を示す
図であり、（ａ）は位置決め部材に手摺り金具本体を係止する前の状態を、（ｂ）は係止
した状態をそれぞれ示す。
【図１７】本発明の第２実施形態に係る位置決め部材の分解斜視図である。
【図１８】（ａ）は、本発明の第２実施形態に係る手摺り金具本体の正面図、（ｂ）は、
その第２実施形態に係る手摺り金具本体の側面図である。
【図１９】図１８（ａ）のＸＩＸ線断面図である。
【図２０】第２実施形態における変形例の手摺り金具本体の正面図である。
【図２１】第２実施形態における他の変形例の手摺り金具本体の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に、本発明を具体的に説明する。
【００２５】
　図１は第１実施形態に係る手摺り装置を壁に取付けた状態を示す正面図であり、図２は
第１実施形態の手摺り金具を示す図で、（ａ）は正面図、（ｂ）は縦断面図である。
【００２６】
　この手摺り装置１は、手摺り金具１０と手摺り棒１１と、手摺り固定用部材としての手
摺り固定用ビス１２とを有し、上記手摺り金具１０は位置決め部材２と、手摺り金具本体
３と、壁固定手段としての壁固定用ビス４とを具備する。
【００２７】
　位置決め部材２は、図３に示すように先端側に雄ねじが螺刻された螺入部２ａを有し、
基端側の断面円形状の頭部２ｂにはプラスドライバーの先端が挿入されるプラス状のドラ
イバー挿入穴２ｃが形成され、前記頭部２ｂから先端側へ所定距離だけ離して断面円形状
の突起２ｄが形成されている。突起２ｄと頭部２ｂとの間には溝状の凹部からなる被係止
部２ｅが設けられている。この被係止部２ｅは断面円形に形成されている。また、上記螺
入部２ａは位置決め部材２の先端から突起２ｄまでの間に設けられている。なお、これら
の頭部２ｂと突起２ｄと被係止部２ｅとで、突設部を構成し、位置決め部材２が壁２０に
取付けられた際に壁２０から突設される。又、上記ドライバー挿入穴２ｃは、プラス状に
代えて、マイナス状としてもよい。
【００２８】
　この位置決め部材２は、ドライバー挿入穴２ｃにプラスドライバーの先端を挿入して回
転されると、螺入部２ａが壁２０に入り込んで壁２０に取付けられる。被係止部２ｅを有
する突設部は、取付けられた状態で壁２０の外側に位置する。
【００２９】
　手摺り金具本体３は、壁２０に当接されるプレート５と、このプレート５が取付けられ
た本体部６とを有する。なお、プレート５と本体部６との取付けは、接着や溶接などによ
り行われている。
【００３０】
　図４（ａ）は図２（ｂ）に示すプレート５を壁２０に向かって見た正面図、図４（ｂ）
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はその背面図、図４（ｃ）は図４（ｂ）の平面図、図４（ｄ）は図４（ｂ）の右側面図、
図４（ｅ）は図４（ｂ）のＥ－Ｅ線による断面図、図４（ｆ）は図４（ｂ）のＦ－Ｆ線に
よる断面図である。
【００３１】
　このプレート５は、壁取付面として機能するもので、３つの貫通孔５ａ、５ｂ、５ｃを
有する。上側２つの貫通孔５ａ、５ｂは、壁固定用ビス４を挿通させるものであり、長孔
に形成されていてビス４の位置を調整できるようになっている。下側の大きい貫通孔５ｃ
は、下辺側が短い台形状の孔５ｄと、その孔５ｄの上辺に繋がる上向きに延びた孔５ｅと
を有し、台形状の孔５ｄの左右には壁固定用ビス４が挿通される。一方、上向きに延びた
孔５ｅの周縁は壁から遠ざかるように折り曲げられていて、孔５ｅの上縁は、前記被係止
部２ｅに嵌り込むことにより引っ掛けられる係止部５ｆとして機能する。この係止部５ｆ
の位置は、図２（ａ）に示すように手摺り金具本体３を壁２０に取付けた状態において、
その手摺り金具本体３を壁２０と直交する方向から見た場合を正面として、手摺り金具本
体３の軸心Ｚ上に配設されている。ここで、軸心とは、例えば手摺り金具本体３を正面視
において左右に分割した場合において、左右を面対称とする対称面をいう。この対称面Ｚ
を図２（ａ）に一点鎖線にて示す。なお、図４（ａ）（ｂ）中の４つの×印は、ビス４が
挿通される箇所を示す。
【００３２】
　上記台形状の孔５ｄの上下方向の長さＬ１は、位置決め部材２の頭部２ｂの直径Ｄ１よ
りも少し大きくなっている。貫通孔５ｃは、図６に示すように台形状の孔５ｄに頭部２ｂ
を挿入し、その後に手摺り金具本体３を矢印方向に降下させることで係止部５ｆを被係止
部２ｅに係止するように形成されている。
【００３３】
　上記本体部６は、図１に示すように、プレート５と対面する箇所に、壁固定用ビス４を
挿通させるとともにビス４の突設部を固定する固定孔６ａを、ビス４の本数と同じ個数で
有する。また、本体部６は、手摺り棒１１を取付けるための手摺り棒取付部６ｂと、手摺
り棒取付部６ｂに設けられたビス取付孔６ｃとを有する。ビス取付孔６ｃには、手摺り棒
１１を手摺り棒取付部６ｂに固定する手摺り固定用ビス１２が取付けられる（図１参照）
。
【００３４】
　このように構成された手摺り装置１の壁への取付方法について説明する。
【００３５】
　まず、図５に示すように、壁２０の手摺り金具１０を取付ける位置Ｔ１、Ｔ２に位置決
め部材２を取付ける。このとき、被係止部２ｅは、取付けられた状態で壁２０の外側に位
置する。なお、位置Ｔ１、Ｔ２は、手摺り装置１の取付箇所に応じて適当な位置を選定す
ることができ、例えば水平な２位置であってもよい。
【００３６】
　次に、図６に示すように、手摺り金具本体３を持って位置決め部材２の頭部２ｂが台形
状の孔５ｄに入り、かつ孔５ｅの上縁の係止部５ｆの下方に頭部２ｂが位置するようにし
、矢印方向に手摺り金具本体３を降下させる。すると、図２に示すように、係止部５ｆが
被係止部２ｅに引っ掛かり、壁取付面として機能するプレート５が壁２０に当接する。こ
れにより手摺り金具本体３が所定の姿勢を維持して仮固定される。
【００３７】
　次に、仮固定された手摺り金具本体３の手摺り棒取付部６ｂに手摺り棒１１を固定する
。この固定は、手摺り固定用ビス１２により行われる。このとき、手摺り棒１１に曲がり
が存在する等の場合などにおいて、手摺り棒取付部６ｂと、手摺り棒１１の取付位置とが
、位置ズレを起こしていても、被係止部２ｅが断面円形に形成されているので、係止部５
ｆが被係止部２ｅを回動し、位置決め部材２に対する手摺り金具本体３の傾き角度を調整
することができ、位置ズレを許容する状態で手摺り棒取付部６ｂに手摺り棒１１を固定す
ることができる。なお、このことは、手摺り棒１１に曲がりが存在する等だけでなく、手
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摺り金具本体３を手摺り棒１１の所定の取付位置にきちんと取付けできない場合などにお
いても同様である。また、上述したように、係止部５ｆが手摺り金具本体３の軸心Ｚ上に
配設されているので、手摺り金具本体３の取付け角度を変化させても、手摺り棒１１が取
付けられる手摺り棒取付部６ｂと位置決め部材２の被係止部２ｅとの離隔距離を一定にす
ることができる。
【００３８】
　次に、クロス貼りを行うに際して、手摺り棒１１に固定された手摺り金具本体３を上方
に持ち上げて、手摺り金具本体３の係止部５ｆを位置決め部材２の被係止部２ｅから外す
。これにより壁２０に位置決め部材２が残った状態のままで、手摺り棒１１および手摺り
金具本体３が取り外される。よって、クロスを貼着する際、手摺り棒１１によりクロスの
貼着に支障が及ぶことを防止できる。
【００３９】
　次に、クロス貼着が終了すると、取り外していた手摺り棒１１および手摺り金具本体３
を把持して、位置決め部材２の被係止部２ｅに対し手摺り金具本体３の係止部５ｆを引っ
掛ける。
【００４０】
　最後に、手摺り金具本体３を壁２０に、壁固定用ビス４により本固定する。
【００４１】
　したがって、第１実施形態による場合には、壁固定用ビス４を外し、手摺り金具本体３
を手に持って手摺り金具本体３の係止部５ｆを位置決め部材２の被係止部２ｅから外すこ
とにより手摺り金具本体３を壁２０から簡単に取外すことができる。このとき、位置決め
部材２は壁２０の所定位置に取付けたままであるので、取外した手摺り金具本体３を手に
持って手摺り金具本体３の係止部５ｆを被係止部２ｅに係止することで、取外す前の状態
に簡単に取付けることができる。
【００４２】
　なお、上述した第１実施形態においては、環状突起２ｄと頭部２ｂとの間に凹状の被係
止部２ｅを設け、その被係止部２ｅに板状の端の係止部５ｆが嵌り込んで引っ掛けられる
構成としているが、本発明はこれに限らない。例えば、被係止部を凸状に設け、係止部を
凹状に設け、凸状の被係止部が凹状の係止部に嵌り込む構成としてもよい。
【００４３】
　また、上述した第１実施形態においては、被係止部２ｅを断面円形に形成しているが、
本発明はこれに限らない。位置決め部材に対して手摺り金具本体を傾けて位置ズレを解消
することを可能にできれば、被係止部２ｅはその少なくとも上部を円弧状に形成していて
もよい。
【００４４】
　更に、上述した第１実施形態においては、手摺り金具本体はプレート５と本体部６とを
接着や溶接などにより取付けた構成としているが、本発明はこれに限らない。例えば、図
７～図１４に示す他の手摺り金具本体（変形例）を用いてもよい。図８は図７のＶＩＩＩ
－ＶＩＩＩ線による断面図、図１０は図９のＸ－Ｘ線による断面図、図１２は図１１のＸ
ＩＩ－ＸＩＩ線による断面図、図１４は図１３のＸＩＶ－ＸＩＶ線による断面図である。
【００４５】
　図７及び図８の手摺り金具本体３Ａは、本体部６Ａに設けた凸部６Ａ－１を、プレート
５Ａに設けた貫通孔５Ａ－１に入れてかしめた構成としている。一方、図９及び図１０の
手摺り金具本体３Ｂは、逆に本体部６Ｂに設けた貫通孔６Ｂ－１に、プレート５Ｂに設け
た凸部５Ｂ－１を入れてかしめた構成としている。図１１及び図１２の手摺り金具本体３
Ｃは、本体部６Ｃに設けた貫通孔６Ｃ－１に、プレート５Ｃに設けた突出ピン５Ｃ－１を
嵌め込んだ構成としている。図１３及び図１４の手摺り金具本体３Ｄは、逆に本体部６Ｄ
に設けた突出ピン６Ｄ－１を、プレート５Ｄに設けた貫通孔５Ｄ－１に嵌め込んだ構成と
している。
【００４６】
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　更にまた、本発明は、例えば図１５や図１６に示すように手摺り金具本体のプレートと
本体部とを一体化した構成としてもよい。更に、図１５（ａ）に示すものは、位置決め部
材２Ｅの被係止部２Ｅ－１を断面円形のピン状に形成し、手摺り金具本体３Ｅの係止部３
Ｅ－１を円形穴状に形成し、図１５（ｂ）に示すようにピン状の被係止部２Ｅ－１が円形
穴状の係止部３Ｅ－１に入る構成となっている。
【００４７】
　また、図１６（ａ）に示すものは、位置決め部材２Ｆの被係止部２Ｆ－１を、図３に示
す位置決め部材２の円形頭部２ｂの下部を切除した構成（被係止部２ｅを有する）とし、
手摺り金具本体３Ｆの係止部３Ｆ－１を前記被係止部２ｅに入り込む凸部とし、その内側
に位置決め部材２の円形頭部２ｂが入る凹部３Ｆ－２を設けるとともに、凹部３Ｆ－２の
下側に円形頭部２ｂの挿入を可能とする逃げ部３Ｆ－３を設けた構成となっており、図１
６（ｂ）に示すように位置決め部材２Ｆに手摺り金具本体３Ｆを取付けた状態において、
被係止部２ｅに係止部３Ｆ－１が嵌り込むとともに、凹部３Ｆ－２に入り込んだ被係止部
２Ｆ－１の下側に逃げ部３Ｆ－３が空きスペースとして存在するようになっている。
【００４８】
　次に、本発明の第２実施形態の手摺り金具について説明する。この第２実施形態の手摺
り金具は、先の第１実施形態のものと同様に、図１７に示す位置決め部材１０２と、図１
８に示す手摺り金具本体１０３と、壁固定手段としての壁固定用ビス（図1参照）とを具
備する。第２実施形態の壁固定用ビスは、先の第１実施形態のものと同構成のものが用い
られている。
【００４９】
　位置決め部材１０２は、図１７に示すように、この位置決め部材１０２が壁２０に取付
けられた際に前記壁から突設される突設部１２２と、その突設部１２２を壁２０に取付け
るための突設部取付部材としての金属製のボルト部材１２１とから構成されている。
【００５０】
　ボルト部材１２１は、その突設部１２２とは別体のものから構成されており、軸部１２
１ａと、ボルト頭部１２１ｂとを備えている。
【００５１】
　突設部１２２は、この実施形態では、手摺り金具本体１０３と硬度の異なるもの構成さ
れている。この実施形態における突設部１２２は、合成樹脂製の筒状体から構成されてお
り、ボルト部材１２１の軸部１２１ａを挿通する軸挿通孔１２３を備えている。
【００５２】
　又、突設部１２２の前面には、ボルト部材１２１のボルト頭部１２１ｂを受ける凹部状
のボルト受部１２４を備えている。
【００５３】
　また、突設部１２２の外周には、その全周に渡って、外周から凹まされるように形成さ
れた溝状の凹部からなる被係止部１２５が設けられている。
【００５４】
　手摺り金具本体１０３は、図１８、図１９に示すように壁２０に取り付けられる壁取付
面１３１と、手摺り棒取付部１３２とを備えている。壁取付面１３１には、突設部１２２
の被係止部１２５を受容する下方開口の被係止部受容孔１３３と、被係止部受容孔１３３
よりも径の大きい案内孔１３４とを備えている。
【００５５】
　被係止部受容孔１３３は、半円形状のものから構成されており、この被係止部受容孔１
３３の内周壁及び周部が突設部１２２の被係止部１２５と係止する係止部１３３ａを構成
している。
【００５６】
　この第２実施形態の係止部１３３ａ（被係止部受容孔１３３）の内径Ｄ２は、被係止部
１２５と係止していない通常状態で、被係止部１２５の外径Ｄ３（図１７に図示）よりも
やや小さく形成されている。又、図１９に示すように、係止部１３３ａの厚さｔは、被係
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止部１２５の溝幅ｗよりもやや小さく形成されている。このようにして、係止部１３３ａ
を被係止部１２５に手で押して入れることができ、押し入れた後は、手摺り金具本体１０
３が自重で突設部１２２に対して回動できない回動抵抗が係止部１３３ａと被係止部１２
５とにかかるようにしている。
【００５７】
　案内孔１３４は、被係止部受容孔１３３の下方側に、被係止部受容孔１３３と連通する
ように形成されている。案内孔１３４の径は、突設部１２２の前部側（被係止部１２５の
前部）の外径よりも大きく形成されており、この案内孔１３４に突設部１２２の前部側を
入り込ませて被係止部１２５を係止部１３３ａに案内できるようになっている。
【００５８】
　又、壁取付面１３１における案内孔１３４の下方側に、壁固定用ビスを通す壁固定用ビ
ス挿通孔１３５ａと、壁固定用ビス挿通孔１３５ａの周部に形成され壁固定用ビスの頭部
に押さえられる被押さえ部１３５ｂとを備えている。
【００５９】
　手摺り棒取付部１３２には、２つのビス取付孔１３２ａが設けられており、このビス取
付孔１３２ａに通された手摺り固定用ビスによって手摺り棒取付部１３２と手摺り棒１１
とが固定される。
【００６０】
　このように構成されたこの実施形態の手摺り金具は、まず、突設部１２２の軸挿通孔１
２３に、ボルト部材１２１を図１７の左方側から通すようにして、ボルト部材１２１の軸
部１２１ａを壁にねじ込む。その際、ボルト部材１２１は、金属製のため、容易に壁にね
じ込ませて取り付けることができる。これにより、突設部１２２を、壁から突出した状態
で壁に固定状態に取り付けることができる。
【００６１】
　そして、手摺り金具本体１０３の案内孔１３４に、突設部１２２の左部側を入れ、壁取
付面１３１を壁２０に当接させる。これにより、手摺り金具本体１０３の係止部１３３ａ
と突設部１２２の被係止部１２５とが位置合わせした状態になる。
【００６２】
　その状態から、手摺り金具本体１０３を降下させ、手摺り金具本体１０３の被係止部受
容孔１３３に、突設部１２２の被係止部１２５を押し入れる。これにより、係止部１３３
ａが被係止部１２５に引っ掛かり両者が係止する。
【００６３】
　その際、係止部１３３ａの内径Ｄ２が被係止部１２５の外径Ｄ３よりもやや小さく形成
されているとともに、係止部１３３ａの厚さｔが被係止部１２５の溝幅ｗよりもやや小さ
く形成されているが、金属製の手摺り金具本体１０３に対して突設部１２２をそれよりも
硬度の低い合成樹脂製のものから構成しているため、手摺り金具本体１０３の被係止部受
容孔１３３に、突設部１２２の被係止部１２５を手で押し入れれば、被係止部１２５が弾
性変形して容易に入りこむ。又、押し入った後は、被係止部１２５の弾性によって、係止
した係止部１３３ａと被係止部１２５とに回動抵抗がかかった状態にできる。
【００６４】
　従って、この状態で、把持している手摺り金具本体１０３を離しても、手摺り金具本体
１０３が自重で勝手に突設部１２２に対して回動することがなく、その姿勢を維持する。
【００６５】
　また、突設部１２２に対して手摺り金具本体１０３の取り付け角度を調整する場合は、
手で手摺り金具本体１０３を上記回動抵抗に抗して回動操作する。これにより、手摺り金
具本体１０３が回動し、手摺り金具本体１０３の取り付け角度を調整できる。その後は、
先の実施形態のものと同様にして、壁に本固定できる。
【００６６】
　尚、この第２実施形態において、壁固定用ビス挿通孔１３５ａ及び被押さえ部１３５ｂ
の位置や数量は、特に限定されず、適宜変更できる。例えば図２０に示すように壁固定用
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ビス挿通孔１３５ａ及び被押さえ部１３５ｂを１つだけ設けたものにしても良い。又、こ
の図２０に示すものでは、係止部１３３ａの開口部１３６の幅ｗ１は、係止部１３３ａの
内径Ｄ２よりも小さく形成されている。
【００６７】
　又、摺り金具本体１０３の前部側を開放したものでも良いが、図２１に示すように、摺
り金具本体１０３に、カバー１０５を付設したものにし、係止部１３３ａや被係止部１２
５等を前方側から覆い隠すようにしても良い。
【００６８】
　また、ビス取付孔１３２ａの位置や数量は、特に限定されず、適宜変更できる。例えば
図２１に示すようにビス取付孔１３２ａを、前後方向に２つ並べるように配設したもので
も良い。
【００６９】
　尚、上記の第１実施形態及び第２実施形態では、壁固定手段として、着脱自在な壁固定
ビスを用いているが、壁固定手段は、壁固定ビスに限らず、適宜変更できる。例えば壁固
定手段として、釘、或いは接着剤を用いても良い。ただし、壁固定ビスを用いれば、クロ
スの張替え等に際して手摺り金具本体を再度比較的容易に外すことができる点で有利であ
る。
【００７０】
　又、手摺り固定用部材についても、手摺り固定用ビスから構成されるものに限らず、釘
等から構成することもでき、適宜変更できる。
【００７１】
　また、上記第１実施形態及び第２実施形態では、係止部と被係止部とを回動自在に係止
しているが、この形態のものに限らず、両者を回動不能に係止しても良い。
【００７２】
　また、両者を回動自在に係止する場合において、上記第１実施形態及び第２実施形態で
は、手摺り金具本体が自重で回動しないように両者に回動抵抗をかけているが、例えば手
摺り金具本体が自重で回動し得るように両者を係止しても良い。ただし、その場合は、手
摺り金具本体を取り付け角度を決めた状態で手で保持しておかなければならないので、手
摺り金具本体が自重で回動せず、且つ、手摺り金具本体を手で回動操作できるように両者
に回動抵抗をかけることができるように構成しておくのが好ましい。
【００７３】
　又、手摺り金具における係止部を有する壁取付面と、被係止部を有する突設部とは、互
いに硬度の異なる材質のものから構成しても良いが、同じ材質のものから構成しても良い
。ただし、互いに硬度の異なる材質のものから構成すれば、上記回動抵抗がかかる状態に
、両者を容易に係止操作できる点で有利である。
【符号の説明】
【００７４】
　１　　手摺り装置
　２、２Ｅ、２Ｆ、１０２　　位置決め部材
　２ｅ、２Ｅ－１、２Ｆ－１、１２５　　被係止部
　３、３Ａ、３Ｂ、３Ｃ、３Ｄ、３Ｅ、３Ｆ、１０３　　手摺り金具本体
　４　　壁固定用ビス（壁固定手段）
　５ｆ、１３３ａ　　係止部
　６ｂ、１３２　　手摺り棒取付部
　１０　　手摺り金具
　１１　　手摺り棒
　１２　　手摺り固定用ビス（手摺り固定用部材）
　１２２　　突設部
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